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○日時 平成31年３月28日 午前10時00分開会 

○場所 委員会室 

○議件 

１．所管事務調査について 

  （はまなす保育園の件について） 

───────────────────── 

○出席委員（６名） 

 委 員 長    井 戸 達 也 

 副 委 員 長    平 賀 貴 幸 

 委 員    栗 田 政 男 

            近 藤 憲 冶 

            佐々木 玲 子 

            山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

 

○委員外議員（１人） 

 副  議  長    渡 部 眞 美 

 

○傍聴議員（６名） 

            小田部   照 

            金 兵 智 則 

            川原田 英 世 

            永 本 浩 子 

            古 都 宣 裕 

            松 浦 敏 司 

 

○説明者 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 健康福祉部長    岩 原 敏 男 

 子育て支援課長    清 杉 利 明 

  

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

次     長    細 川 英 司 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

 

午前10時00分開会 

○井戸達也委員長 おはようございます。 

 ただいまから文教民生委員会を開会いたします。 

 ３月20日の所管事務調査におきまして、当委員会

が要求した資料の提出がありました。 

 まず、これについて理事者より資料の説明をお願

いいたします。 

○清杉利明子育て支援課長 まず、資料１ページの

資料１号をごらんください。 

 この資料につきましては、不明金及び弁済金の内

訳を日付ごとに記載をしたものでございますが、そ

の不明金の調査におきまして、まず最初が平成29年

４月20日から始まっております。 

 それで、その表の中で白い部分についてはその全

額を使用したもので、色がついている部分につきま

しては、引き出した後一部の支払いをした残りを個

人的に使用した部分でございます。 

 不明金を使用した内訳でございますが、最初の４

月20日と５月８日の２回までは委員長が使用したこ

とはわかっているのですが、その後５月12日以降は

会計担当も加担をしておりまして、その使用の内訳

については解明ができませんでした。平成29年度に

おきましては175万8,976円です。 

 それから、平成30年度につきましては82万円が不

明金となっており、確認を二人にしたところ、その

全額が横領した額であるということの確認はとって

おります。 

 その下段につきましては、その後の入金の状況及

び発覚後の弁済の入金状況でございますが、返金に

つきましては平成30年７月23日から返金を開始して

おり、発覚前の12月26日までに返金したものが76万

9,000円でございました。返金した内訳でございま

すが、委員長が70万円、会計が６万9,000円となっ

ております。 

 前回の委員会におきまして、この途中の返金にお

きます76万9,000円が、委員長が返金したというよ

うな御説明をさせていただいたところですが、最終

の確認をしたところ、９月20日の６万9,000円は会

計が返金したということがわかり、前回の答弁につ

きましては訂正をさせていただきたいと思います。 

 また、横領が発覚した後、２月22日に149万円、

２月26日、３月１日と３回に分けて弁済をしてお

り、弁済額の総額につきましては横領総額と同額の

257万8,976円となっております。 

 内訳につきましては、委員長が217万7,976円、会
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計担当が40万1,000円となっております。 

 この弁済額につきましては、使用した金額内訳に

ついては定かではないのですが、二人で話し合いを

して、この金額で弁済するということで弁済したと

いうふうに聞いております。 

 続きまして２ページをごらん下さい。資料２号で

ございます。 

 ２ページから７ページにつきましては、委託契約

に関する関係書類となっております。 

 以下、２ページと３ページにつきましては、委託

契約書の写しとなってございます。 

 ４ページと５ページにつきましては、第10条に記

載しております「別に定める基準により保育所運営

に必要な教育費を交付するものとする」ということ

で定めている基準でございます。 

 項目については、人件費、それから維持管理費等

それぞれございますが、定額の部分と人数割りで園

児数によるものとございます。 

 それから、６ページにつきましては、契約時に園

児数等の把握等をするために提出をしていただいて

いる運営状況調査表というものを添付していただい

ております。最初の概算払いについては、この園児

数に基づいて積算をしていただきまして、４月に委

託料の概算払いをしているところでございます。 

 また、７ページにつきましては、これも総会にか

けた収支予算書を添付していただいております。 

 次に８ページの資料３号をごらん下さい。 

 こちらにつきましては、平成30年12月26日以降の

委員会における調査内容とやりとりの内容でござい

ますが、まず30年の12月26日におきまして、運営委

員長がほかの役員に状況報告をしており、倉庫の発

注のキャンセルと前払いしていたとされる149万円

をその場で戻しております。その場では、その判断

の決定ができず、この現金につきましては会計が預

かることとしたということでございます。 

 それ以後、12月28日には二人からほかの役員二名

へ、また状況報告があり… 倉庫の状況です。 

 149万円になった経緯等について説明があったと

いうことでございます。 

 ほかの役員によりまして、運営委員長に役員会の

開催をそのときにしているのですが、それにつきま

しては、役員会の招集については運営委員長が行う

ということであり、規約が保管されていない、見つ

かっていないという中でも事務についての引き継ぎ

の中で、そういうことで運営をしてきたということ

でございます。 

 その場では役員会を１月18日前後に開催するとい

う説明がございましたが、その後一向に開催はされ

なかったということでございます。 

 それ以後、翌年の31年１月以降につきましては、

数回にわたって役員会の開催を要請していたところ

ですが、その後一向に開催はされなかったというこ

とで、この間、約１カ月間ぐらいが経過したという

ことでございます。 

 ２月８日には、新しい保育士の先生の採用面接を

行なったということで、その終了後に役員会を開催

するということになっていたそうですが、面接後に

運営委員長は帰ってしまい、役員会は開催されなか

ったところでございます。 

 その後も、改めて役員会の開催を要請していたの

ですが、開催されないということでほかの役員か

ら、今度は会計のほうへ通帳等の関係書類の提出を

要請したと。それで、会計とは２月19日に提出して

もらうことで調整がされたということでございます

が、その当日の19日になって運営委員長のほうから

は「その関係書類については見せられない」、ま

た、「この横領については、全ては会計がやったこ

とである」というような説明をしたということでご

ざいます。 

 その後、21日にも運営委員長から状況説明を求

め、説明があったところですか、同じく会計がやっ

たということで、また倉庫代の前払い金とするとい

う説明についても、運営委員長が会計にアドバイス

したものであるというような発言があったというこ

とでございます。 

 それを受け、その場で二人の役員の解任をするこ

とを決定したということでございます。 

 その後２月22日には、会計からの聞き取りをし

て、横領については二人でやったということで、ま

た最初は運営委員長が始めたことですが、その後加

担をしてしまって、みずからも使用してしまったと

いうことでございました。 

 その後、ほかの役員が二人に再度確認をしまし

て、その場で二人とも横領については認めたという

ことでございます。 

 その後、２月25日に保護者向けの説明会を開催

し、その場でも二人は改めて横領について認め謝罪

をしております。 

 それから、保護者からの意見等としましては、保

育園をやめたいというような意見はなかったという
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ことでございまして、ただし、ペナルティーとしま

して、二人は今後出入り禁止とするということを決

めたそうです。 

 ２月26日に最終の内部調査等を行い、横領額を

257万8,976円と確定をしまして、翌27日に二人に最

終確認をしまして、横領金額の総額を確定したとこ

ろでございます。 

 また翌日の２月28日に地域の町内会長、区長さん

に状況の説明をし、３月１日に市のほうへ報告があ

ったところでございます。 

 資料の説明につきましては以上でございます。 

○井戸達也委員長 それでは、質疑を受けたいと思

います。質疑ございますか。 

○清杉利明子育て支援課長 済みません、追加で。

補足で資料の訂正が１カ所ございまして、資料の４

ページをごらんください。 

 資料４ページの４段目の有給等代替保育士賃金の

３行目、賃金日額のところが計算式のエラー表示と

なっておりました。大変申しわけございません。 

 この金額につきましては、賃金日額は7,500円で

ございます。資料の訂正のほうをお願いいたしま

す。 

○井戸達也委員長 よろしいでしょうか。 

 それでは質疑、何かありましたら。よろしいでし

ょうか。特にございませんか。 

 委員会で要求した資料は大体提出いただいたとい

うことで、これについて質疑があれば、質疑を受け

たいというふうに思います。 

○平賀貴幸副委員長 資料も含めて、ちょっと質疑

させていただきたいと思います。 

 前回のときに、権能の話をさせていただきまし

た。さまざまな判断をする権能の話です。そのこと

をもう少し確認しなきゃいけないなというふうに思

うのですけれども、いろいろ私もそのあと調べてみ

ました。 

 今回のこれを見させていただいて、何らかのルー

ルに従って動いていたということは確かにあるのだ

なということは、確認をさせていただいたところで

す。 

 ただし、これ運営委員会ですから人格なき社団な

のですよね。人格なき社団の構成要件とは何かなと

考えたときには、やっぱり規約と役員がいること。

この二つだと思うのですよね。 

 その規約が事実上ないのです。何かしらの口伝は

あったというのはわかりましたけれども、あくまで

も口伝であって、それは人格なき社団を構成するた

めの要件ではないのですよね。そこはちゃんと確認

しておかなければならないのが一つです。 

 それから、もし仮にこれが人格ある社団だとすれ

ば、何らかの関係で役員の選任がされたにもかかわ

らず登記を怠ったということになると、一定期間経

過すると役員が存在しないということになるのです

よね。 

 そうすると、仮役員を選任して、それから改めて

その仮役員の選任に基づいて総会を招集して役員を

決めるという手続をちゃんと踏んでいかないと、登

記できないのですよ。そのぐらい厳しい状況になっ

ているのですよね。 

 これは人格なき社団ですから、登記も必要ないの

でそこまでの手続はないですけれども、人格ある社

団ですらそこまで厳しい要件が定められているのに

もかかわらず、今回ないのです。 

 規約の２ページの資料見せていただくと、規約の

第９条には「甲はへき地保育所の運営管理状況、保

育の実態及び保健衛生の状況等にについて随時指導

調査するほか、乙に対して所要の報告を求めること

ができる」という形で書いてあるのです。 

 ほかにも書いてありますけれども、そういう状態

で書いてあるのですよね。 

 今回、網走市としては「随時指導調査する」とい

うことができてなかったから起きたことだと思うの

ですよね、ここは。それにも対して網走市は、今の

ところ謝罪も何もしていないのです。ここはまずい

のではないかなと思うのですよね。 

 仮に、257万8,976円がきちんと存在すればです

よ、この金額分、子供たちにとって環境を整えるた

めのものに使ったり、いろんなことができたはずな

のですよね。その機会を実は失わせることになった

のですよ。 

 もちろん、もしかしたらこの予算、決算を見ると

ですね、内部留保が大幅に減っていますから、内部

留保でそれに充てたから機会は失われていないとい

うふうにおっしゃるかもしれません。ただ、そうで

あったとしても、このお金があればもっとできたの

にという事実は全く消えないと思うのですよね。 

 迷惑をこうむったのは市民であり、未来を担う子

供たちでもあるのです。 

 そういったことに対して、網走市の委託側の責任

というのは、私はあると思うのですけれども、改め

てその辺についての見解をきちんと聞かせていただ
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きたいのですが、いかがでしょうか。 

○川田昌弘副市長 この僻地保育所の運営自体が、

市と地域といわゆる運営委員会との間で長年そうい

った仕組みをつくり上げてきたということで、そこ

に対してはある一定の裁量というのを市も認めてき

て、運営側に委ねてきたということはあります。 

その結果、こうした不祥事が生じたときに市が行

うべきであった、そういったチェック機能を果たす

ことができなかったということは、それは正直そう

いうところは認めざるを得ないということでありま

す。 

 ただ、そこの裁量の部分で、保育事業に何か瑕疵

があったとかですね、できるはずのものができてな

いといった、そういった事例は我々としてそこは確

認をできないというか、そこはなかったのだろうな

と。保育事業については、きちんとやられていたと

いうふうに思っています。 

 ただ、経理上の問題ということで、そういった部

分があったということは、市のチェック体制の部分

ということは、それは反省するべき点はあるという

ふうに思っています。 

○平賀貴幸副委員長 そうすると、この257万8,976

円があってもなくても何の影響もなかったというこ

とに答弁なりますけれども、それでいいのですか。

絶対違うと思うのですけれども。 

○川田昌弘副市長 そういうことを言っているので

はなくて、僻地保育所、このはまなす僻地保育所の

運営に大きな不祥事が… 不祥事というか、その障

害があったというふうなことは、私どもはそうは思

っていないということであります。 

○平賀貴幸副委員長 そこはそのとおりだと私も思

いますが、私が申し上げたのは機会損失の問題で

す。257万8,976円があれば、もっと子供たちが何ら

かの体験ができるなり、何らかの遊具で遊ぶことが

できるなり、何らかの経験ができるなり、そういっ

たことに対し有効にこの財は使われたはずなのです

よ。 

 機会費用といいますよね。その機会費用が損失し

ているのです。間違いなく。それに対して、何の影

響もなかったという見解なのですか。これだけの金

額は。そのことを私は申し上げているのですけれど

も。 

 もし市が、ここの第２条にあるように随時指導調

査をしていて、こういうことが起きなければ、そこ

の機会費用の損失は起きていなかったのですよ。 

 機会費用の損失がなかったということで、できな

いことがあったということですよ。それは何なのか

はわかりません。でも、実際にそれが、お金があれ

ば何かできたのは間違いないと思うのですけれど

も。そのことについての認識を、私は問うているの

ですけれどもいかがですか。 

○川田昌弘副市長 全額がなくなってしまったとい

うことではなくて、先ほど委員もおっしゃっていま

したけれど、内部留保もあったということで最終的

に今回のいろいろなことが公になったきっかけの一

つとして、いわゆるその運営資金的なものがなくな

ってきたということも一つの要因だったのかなとい

うふうに思います。 

 ですから、実際に園を運営するに当たって、支障

のない形で四半期ごとの精算交付ということをやっ

てきていますから、保育事業そのものについては、

そういった大きなそごが生じるといったことはなか

ったのではないかなというふうに思っています。 

○平賀貴幸副委員長 とても納得できないですね。

横領されたという事実があるのです。 

 年度を分けて見ていくと、まず29年の175万8,976

円のお金が、横領なのですけど使途不明金としてあ

るのですよね。あるというか、逆に保育園側の立場

からするとないのですよね、使えたはずのお金が。

それで影響なくやったということは、相当切り詰め

るなり、いろいろしながら工夫しながらやったのだ

ろうなというふうに想像するのですけれども、だか

らといって影響がなかったということではないと思

うのですよね。本来ならば子供たちが受けられるも

のが受けられなかったという事実を、網走市が認め

ないと前に進みませんよ。それ本当にわからないで

すか、そのことが。全く理解できないのですけれど

も。 

○井戸達也委員長 休憩します。 

             午前10時23分休憩 

             午前10時25分再開 

○井戸達也委員長 開会します。ほかに質疑ありま

せんか。 

○山田庫司郎委員 何点か違う角度も含めて確認し

たいことがありますので、聞きたいというふうに思

います。 

 今回、資料提出を求めて、提出していただきまし

た。説明もいただいたのですが、まず一つはです

ね、市がチェックをして、再度チェックを３月以降

にしたはずですけれども、金額に相違はなかったと
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いうことで再確認していいですね。 

○清杉利明子育て支援課長 市の調査におきまして

も、運営委員会から報告を受けた横領額の総額につ

いては257万8,976円で一致をしたということでござ

います。 

○山田庫司郎委員 それと、運営委員の方たちが

「ちょっとおかしいな」ということを感じる中で、

最終的には平成30年12月26日ですか。ここで発覚と

いうことで表現していますけれども、26日以降、運

営委員会としてもいろいろ調べている中で最終的に

金額も含めてこの報告があったのだと思いますが、

12月26日に発覚した時点以降で、市への報告はいつ

時点であったのですか。 

○清杉利明子育て支援課長 報告については、３月

１日に報告を受けて、市として横領の事実について

知り得たということでございます。 

○山田庫司郎委員 市へは３月１日と。運営委員会

の内部である程度のこと全部、調べることを調べ

て、各地域の区長さんやいろんな方への説明、保護

者への説明も含めて行われたと。正式には市に３月

１日に報告あったと。事前には全く市は知らないで

いたということでいいですか。 

○清杉利明子育て支援課長 市への連絡等含めて、

そのようなことはございませんでした。 

○山田庫司郎委員 それと、資料１の中ですが、最

初私たちが聞いたのは倉庫ですか。倉庫を購入する

ということで、その倉庫がなかなか来ていないよ

と、設置されていないよということで疑惑が出てき

てですね。それは、市のほうもそれを把握していた

はずなのです。それで、納入がおくれているけれど

も、後にそれは設置をされるということで市もその

報告を受けて了承していますと。ここで、倉庫の関

係でおろしたという金額的なことは特にないのでし

ょうか。この資料からすると。 

○清杉利明子育て支援課長 倉庫の前払い金とする

という理由といいますか、説明といいますか、その

部分については後付けで考え出して、そういうこと

で説明をしているというふうなことで認識をしてお

ります。ですので、それぞれ10万円ですとか５万円

ですとか、少しずつ数十回にわたって、個人的に使

用したというようなことでございます。その理由に

ついては後付けということでございます。 

○山田庫司郎委員 それで、倉庫を買いますという

ことを皆さんに明らかにしたのは何年の何月ごろな

のですか。 

○清杉利明子育て支援課長 倉庫自体については平

成29年度に、ほかの役員にも説明したうえで冬場の

ものを入れておく倉庫がもう古くなっていて新しい

ものをということで、ほかの役員もそのことは了承

したうえで、その発注については委員長がやるとい

うことで進められたということで。ただ、ほかの役

員さんについても、149万もの倉庫代がかかるとは

そのときには思っていなくて、市のほうも倉庫の部

分も了承しているのですが、それについては繰越金

が60何万、70万弱ございましたので、それと29年度

の運営費の中のやりくりの中で、倉庫を購入できる

のであればということで了承していまして、ほかの

役員さんもそのような認識でいたということでござ

います。 

○山田庫司郎委員 これは本人に確認しなければわ

からないことで想像の域かもしれませんが、課長か

ら説明あったのは、こういう形で不明金がおろしな

がらたまってきたと。それで倉庫を買うということ

で考える中で、そういう理由付けをしたのかも、後

付けという表現がありましたけど、そういうふうに

考えるということでいいですね。その金額に見合う

額がおりているということはないですよね。140何

万が、ここでおろされているという事実が数字的に

ないですから、たまってきたやつがずっとあった

と。 

 そこで倉庫を買うということを言ったのかもしれ

ないという後付けの話だという説明で、そういう理

解でいいですね。 

○清杉利明子育て支援課長 そのように認識してお

ります。 

○山田庫司郎委員 平賀副委員長からも出ていまし

たけれども、29年で約176万程度。不明金のトータ

ルの金額ですね。30年で約82万と。これ表現がいい

かですが、穴があいたところが新年度予算のほうか

らお金をまわして補填してわからないようにしてい

る事実も、この間説明を受けていますから。それで

私が言いたいのは、平賀副委員長と同じ考え方にな

ると思いますが、要するに175万8,000円が、どうい

う形で使われるお金として予算計上されていたかと

いうふうに考えると、備品購入費ぐらいしか金額が

相当するのがないのか。 

 保育士さんの賃金や、共済とか、いろんな灯油の

関係、「いろんなもの」というのは時期の問題もあ

りますけれども、予算計上している中では備品購入

費と給食費もごまかすわけにはいかないと思います
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からね。 

 それで、この160万程度のお金をベースというふ

うに考えればまた別ですけれども、私は平賀副委員

長が言っているように、175万… 約６万のお金が穴

があいているのです。それで、運営上問題がない

と。 

 前年度も65万、66万、努力の中で繰越金を残して

いるということは、ひとつ評価してもいいのかもし

れないけれども、繰越金というのはどのぐらい残る

のが補助金として委託料の中でいいのかというのも

別議論しなければならないと思いますけれどもね。 

 この170何万が使われないでいた事実の中で、滞

りなく本当に普通の運営ができたのかが疑問視をし

たいのですが、その辺は原課としては問題ないとい

うことでよろしいですか。 

○清杉利明子育て支援課長 そこで保育園の運営と

給食の部分については、保育士や調理員さんに定期

的に現金をお渡しして運営をしていただいておりま

すので、そこの部分についてお金がないとかいうよ

うなご相談を受けてはおりませんでしたので、当然

節約しながらという部分はあったのかもしれません

が、支障となるような運営費の不足は生じていたと

いうふうな認識はございません。 

○山田庫司郎委員 あまりちょっと細かい聞き方か

もしれませんが、これ、30年度の収支予算の備品購

入費というのは、倉庫か何か買う予定だったのです

か。 

○清杉利明子育て支援課長 この部分は、物が決ま

っているわけではなく…この予算をつくる分ではな

くて、定額で交付してます委託料の中で、運営をし

ていく中で、今年度は何を買うかというのは運営の

中で決めていく形なので、この当初予算のときには

何を購入するかっていうのは決まってないというよ

うな状況でございます。 

○山田庫司郎委員 委託料ですから、いい運営管理

をしていただくという面では、相当ある程度の適当

な金額というのは出すべきだと私も思いますけれど

も。実際の剰余金といいますか、運営上の中で努力

されて残していくことは、小規模修繕に充てるとか

いろんな形で基金として積んだりという方法はある

と思いますし、大規模な修繕であれば、これは市が

当然やると契約書の中でうたっていますからね。こ

こは理解するとして、委託料、例えばこれ175万

8,000円が穴あいたということですから、1200万円

を年間もらうとすると、ふたつき分のお金なんで

す。大きいお金ですよね。これが穴あいて、運営に

滞りがないということは、私は信じられないんです

が、原課としてはここに備品購入費に充てる予算が

あったり、ある程度の余裕がある中での運営だった

ので、保育運営には支障がなかったという答弁だと

いうふうに思うのですがね。 

 それできつく言えば、委託料が高過ぎるのかどう

か。ここも本当に国や道からの補助も出ていますか

ら、そこは安易に言えないかもしれませんがね。 

 本当にその辺の議論も、こういう状況で200万近

くの穴があいても、保育園の運営が全く心配ないと

いうのだから「どうなんだ」という議論もね。別議

論も出るかもしれません。ここで、そこを詰める気

はありませんけれども。 

 それで、先ほど言った契約の９条の問題も、僕も

ここを見ましてすぐ印をつけさせていただきました

けれども、市の責任というのは …確かに委託はし

ています。運営委員会が確かに実質その運営をして

いますから、運営委員会が今回事件を起こした二人

と、きちっと整理をする中で、運営委員会が判断を

したということで、市がそれを尊重したということ

だと思いますけれども、この９条を考える中で適切

な管理なりチェックがされていれば、こういうこと

もなかっただろうと。当然、運営委員会もチェック

をしていなかったことは非常に責任もありますし。

一番悪いのはこの事件を起こした二人ですけれど

も、そういうふうに考えますと、市の責任が全くな

いと私も思えないのです。そういう意味で、私は市

が謝罪をすればこれで全て終わりということは思っ

ていません。謝罪しなくても、今後のことは考えて

いかなければならないわけですから。まず、どこに

責任の部分があるか。割合は別にして謝るとこは謝

って、それから次のことを議論していかないと、全

く前に進まないのではないかというふうに思うので

すけれども。その辺どうでしょうかね。 

○清杉利明子育て支援課長 定期的に臨時調査を行

っていなかったわけでございます。 

 また、委託料の実績報告時におけるチェック体制

についても、甘かったという点については反省をし

ているところでございます。それについては、その

反省に基づいて、市としては再発防止策を確実に実

施していくということで、責任を果たしていきたい

というふうに考えているところでございます。 

○山田庫司郎委員 課長の謝罪は受けたのかもしれ

ませんけれども、今後の問題はまたこの委員会の中
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でも議論をできる限りしていきたいというふうに思

います。そういう意味では、本当に私は運営委員会

がやってくれて、今までの歴史的な経過も含める

と、こういう形が市民との協働という意味でも非常

に私はいい運営組織だというふうに思っているので

す。ただ、今回こういうことがある中で、いろんな

紙面にも書かれている部分もありましたけれども、

運営委員会そのものが、地域としては「これではも

う保育所が運営できません」というふうにならない

ように私も心配をしている一人なのですが、そうい

う意味では責任の度合いもちゃんと位置づけもきち

っとしながらね。これからも運営委員会、地域とし

て密着した中でやっていってほしいというふうに思

っていますのでね。今後の対策については、また別

議論させていただきたいと思いますけれども。とり

あえず私は、今回この辺でちょっと一回質問終わら

していただきますが、後ほどまた。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○近藤憲治委員 前回、資料要求に同意をさせてい

ただいて、再発防止の議論を深めさせていただくと

いう前提で、資料読ませていただきました。 

 この間の経過、詳細も出していただきましたけれ

ども、もともと僻地保育所の仕組み自体が農村部の

方々のですね、特に保護者の方々の善意と相互信頼

に基づいて回ってきた仕組みなのだなというのは、

この間の議論で理解をさせていただきました。そう

いったところから始まった仕組みではあるのですけ

ども、補助金という形で公金が入る以上はですね、

その適正な取り扱いというのは不可欠なものになり

ます。そういった点でいきますと、やはりこの12月

26日から２月28日の流れを読ませていただいても、

まず一義的にはその運営委員会のガバナンス、内部

統制があまりにもゆるかったのだなというのを実感

として持つところでございます。そういう点ではで

すね、再発防止の前提でこれまでの議論をさせてい

ただいていますけれども、その「あり方をどうす

る」という議論は新年度で深めさせていただくとい

うところなのですが、まず緊急的にはですね、補助

金を受ける団体のいわゆるガバナンスの確立をきち

んとやらないと。当然、仕組みを変えていくという

のも必要なのですが、現にもう補助金が入っている

団体がたくさんあるわけですから、そういった団体

の構成員の方々には、適正な経理の取り扱いをやら

なければ、結果的にはさまざまな形で責任問題が波

及をしていってしまうということを認識してもらう

必要があると思うのですね。 

 そういう点ではですね、コンプライアンス、法令

遵守の意識を補助金を受けている団体の皆さんに持

っていただくというような取り組み、これはです

ね、緊急的にやっていただく必要があるなというふ

うに感じているところなのですけども、そのあたり

の考え方を伺わせていただきますでしょうか。 

○川田昌弘副市長 今、近藤委員から言われたこと

というのはもっともなことだというふうに思ってい

ます。新年度の執行が間もなく来るわけですけれど

も、その執行の中にあっては、いわゆる委託料、今

回、予算の附帯意見もつきましたけれども、そうし

た補助金あるいは委託料の実施している事業のあり

方を含め、きちっとしたその市民の信頼を得るよう

に努力をせよという、そういった御意見もいただい

ておりましたので、新年度早々にこの問題について

は通知を出す予定をしております。 

 また、今回の事案に限って言えば、もう既に今週

の月曜日に各僻地保育所の運営委員長さんにお集ま

りをいただいて、来年度の委託料のほうも含めての

お話をさせていただいて、過去５年間の検査を行う

というお話をさせていただいて、関係書類の提出を

求めてきたところであります。 

 また、私どもの内部のその５年間というのはかな

りボリュームもありますので、そうしたチェックを

どうするかっていう人員の体制なんかもいろいろや

って、再発防止ということに関してはすぐ時間を置

かずにやっていこうという考え方を持っています。 

 ５年間の検査についても、できれば４月中に全件

を見られればということを考えておりますし、そも

そものこの僻地保育所のあり方ということに関して

言えば、各運営委員会さんとのヒアリング意見交換

を通して、新年度中には方向性を出したいというふ

うな、そうしたことも取り組む予定であります。い

ずれにしても、附帯意見の趣旨を十分認識をして事

務を取り進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

○近藤憲治委員 市の考え方は受けとめさせていた

だきたいというふうに思います。 

 もう１点ですね。ちょっと具体的な、いわゆる資

金繰りの面でのお伺いなのですが。今回７ページに

収支予算、平成30年度分だけいただきましたけれど

も、先ほど平賀副委員長の質疑の中でもありました

が、内部留保があって資金繰りが成り立っていた面

もあるのかなというふうに受けとめております。 
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そこで私が一点心配しているのは、もう現に保育を

受けておられるお子さん方がいらっしゃいます。そ

の中で、今回その返還ですね。横領額の返還額が確

定をして返還をするということなのですけれども、

それがですね、次年度以降の資金繰りに問題を及ぼ

さないように配慮をする必要があるだろうというふ

うに思っておるのですが、そういった新年度以降の

資金繰りについての問題意識といいますか、懸念に

ついて何らかの見解をお持ちであればお示しいただ

きたいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 その部分につきまして

は、前回の調査報告の中でも御説明をさせていただ

きましたが、実際の29年度決算におきましては、約

47万円の収支不足という形になります。 

委託料につきましては、四半期ごとに３カ月ごと

に概算払いをしております。第１期については、４

月の上旬までに委託料の概算払いをしております

し、それぞれ四半期ごとの上旬ぐらいには概算払い

しまして、最後、年度末につきましては、翌年度の

４月の上旬ぐらいまでに精算をしているというよう

な状況ですので、それぞれの四半期ごとで概算払い

を上旬までにはしておりますので、収支の面におき

ましては、特には支障がないのかなというふうに思

っております。 

○近藤憲治委員 新年度につきましては、御答弁で

理解させていただきました。それでは平成30年度の

残り、今３月ですけども、直近でいえば２月、３月

等の資金繰りについても、問題はなかった、ないと

いうふうな認識でよろしいでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 まだ最終的な実績報告

が上がってきていないので、そこはまだ把握はしき

れてないところではございますが、調整におきまし

ても２月分までは調査をしたところでございまし

て、３月分については、まだ見通してないことか

ら、そこの部分については、最終的な精算の段階で

どうなるのかなというところは、まだ把握しきれて

ないところでございます。 

○近藤憲治委員 一義的にはですね、まず、この横

領した二人が問題でありますし、その次では、内部

統制がきいていなかった運営委員会のあり方という

のも問題だったと思いますが、保育を受けている子

供たちに罪はないというふうに思いますので、そう

いった部分でその年度内の資金繰り等に支障がない

ように御配慮いただきたいと思いますが、いかがで

すか。 

○清杉利明子育て支援課長 概算払い等を含めた委

託料の支払いについては、おくれがないような形で

進めたいというふうには思っております。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○栗田政男委員 資料が出てきました。詳細につい

ては、大分前回よりは明確にわかってきました。 

 再発防止の話の目的でこれをいただいたのです

が、当然その再発防止というのは、今皆さんから指

摘された部分も含めて、まだまだたくさんあると思

います。それは今までのような対応では、到底再発

を防げないというような状況まで来ているような内

容がきょうここに上がっていると思いますので、そ

こを踏まえてお話を聞きたいのですが、委託契約書

が上がっております。条例でたしか網走市はこうい

う契約については、認知される公共団体と契約を結

ぶということになっていたような気がしたのです

が、それについてはどうでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 網走市のへき地保育所

条例におきましては、僻地保育所の運営管理を公共

的団体に委託することができるという規定を設けた

中で、運営委員会のほうへ委託をしているところで

ございます。 

○栗田政男委員 その公共的団体の中に、今回のよ

うな運営委員会の組織というのが入るかという話で

す。 

○清杉利明子育て支援課長 公共的団体ということ

で認識をしております。 

○栗田政男委員 認識の違いでしょうか。自治法上

は町内会とかＪＡとか、そういう認知された団体が

公共的な団体ということなので、今回のようにボラ

ンティアの人たちが集まった組織が公共的な団体と

言えるかどうかという認識は、見解がそれぞれあろ

うかと思いますが、市として運営委員会は完全に公

共的団体という認識でよろしいですか。 

○清杉利明子育て支援課長 そのとおりでございま

す。 

○栗田政男委員 それも大分、世間とはかけ離れた

見解ではないかなというふうに思います。それをま

ず指摘をしておきますし、市としてそういう考え方

で進めてきたという内容があったからこそ、こうい

う事案が発生したのではないかなというふうに思い

ます。それで、契約云々はそういう形でなされてい

ましたが、契約先の団体というのは規約もなければ

実態もない。会計者も委員長も、それぞれ通帳を自

由におろせる立場にあったということと、言うなれ
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ばこの資料を見ていますと自分の財布がわりにこの

会計を活用していたと。最終的にはその全額を弁済

すると帳尻は合いましたということになりまして、

何ら問題はないと。被害は誰もこうむっていないと

いうような認識でよろしいですか、これは。 

○清杉利明子育て支援課長 被害があったかどうか

というところは、このはまなす保育園の運営委員会

が被害という部分についてはあるかどうかというこ

とになろうかと思っておりますので、そのうえでは

運営委員会としては全額弁済しているということ

で、被害という部分については、弁済において解消

といいますか、なくなっているというような認識で

あろうかと思っております。 

○栗田政男委員 一義的には、何度も答弁いただい

ているように運営委員会が被害者であると。ただ、

金額が先ほどの質疑も含めてですよ、見ると今のと

ころ影響はなかったから、被害者は発生していない

のでしょう。金額はまるっきり戻っていますから。

それ、どうなのですか。その見解について。 

○井戸達也委員長 休憩します。 

             午前10時55分休憩 

             午前10時56分再開 

○井戸達也委員長 再開します。 

○川田昌弘副市長 今回の事案が実際に起きたとい

うこと、そういう事案が起きたという被害は、当然

運営委員会では発生していると思います。ですから

皆さんで、運営委員会側としても再発防止を一所懸

命すると、コンプライアンスをするということの再

発防止策を運営委員会、非常にきちっとやっていた

だきました。被害調査も含めてですね。ですからそ

こは何もなかったということの認識は全くもってな

く、市もそれは当然何もなかったという認識は持っ

ていません。 

○栗田政男委員 事件が一つの被害だったという、

認識だという話だと思います。つまり、お金が戻っ

たから金銭的な被害はないけれども、こういう事件

が発生して。ただやっぱり信頼関係ですね、それに

携わる人たちのいろんな信頼関係が失われたと。そ

れは精神的にもいろんな部分でも、やっぱりあるの

だろうと思います。多分こういう事案があやふやに

されていくとなると、真っ当な納税者は税金を払い

たくなくなります。何で我々が一所懸命働いて払っ

た税金を、そういう使い方をしてくれるのでしょう

か。もちろん、その責任の一端は私たち議員にもあ

りますし、予算を通した私たちがやっぱり責任を負

う部分も多いと思います。執行サイドとしては、そ

の執行に関して私たちの信頼関係のもとに皆さんは

しっかりと執行していただかなくてはなりません。

それが予算を通すという大切な役割ですし、皆さん

がそれを執行サイドで現場に行ってお金を支払うと

いう大切な作業になります。その信頼関係が、今回

は根底から崩れたという。その認識を皆さん持って

ほしいのですが、それについての見解はどうです

か。 

○川田昌弘副市長 今回の事案について、市があや

ふやにするとか、運営委員会があやふやにするとか

という解決方法をやろうとしているわけでは決して

ありません。ですから、委員会からの資料要求に対

しても、我々が調査できる範囲ではありますけれど

も、きちっとした資料要求に応えてきているつもり

でありますし、そういったあやふやな終わり方を

我々が望んでいるわけでも決してありません。 

○栗田政男委員 対応についてのいい加減さを私は

全然感じませんし、誠心誠意やっていただいている

と思います。原課としては。ただし、皆さんは税金

を執行するわけですね。今回、この団体に大金を交

付しています。その結果がこういう不祥事が出たと

いうことになりますよね。それに対する皆さんが、

執行サイドの責任というのは、僕は非常に大きいと

思いますし、そこに対して皆さんが謝罪をしなさい

という話なので、それを認めなければこの先本当に

話は進まないのですよ。執行サイドとして間違った

ところに出してしまったからという認識がないと。

団体としても誰が見たって、これはちゃんとした公

共団体とは認知できません。内部の資料もなければ

規約もなければ何にもないと、幽霊団体みたいなと

ころに過去何十年にわたってお支払いをするという

ことは、不明金をどんどんどんどんつくってきたっ

ていうことなのですよ。課長の当初の答弁の中にも

ありました。決算書らしきものは上がってきたけれ

ども、全然目を通してないというような話ではあっ

たというふうに私は認識しましたけれども、そうい

ういいかげんなことでちゃんと執行サイドとしてい

いのかということを僕は聞いているんです。それ、

答弁ください。 

○井戸達也委員長 休憩します。 

             午前11時00分休憩 

             午前11時02分再開 

○井戸達也委員長 再開します。 

○栗田政男委員 お断りしてきますが今回の発議に
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関しては、はまなす保育園に限定した話ですから、

他の団体どうのこうのというのは、まだ調査も私、

していませんから。ただ全体の流れの中で、今回は

我々が通した31年の予算については、４カ所新しく

新設合併された部分を含めて４カ所の部分の話があ

ったと思います。それの執行の仕方というのは全体

に及ぶことですから、しっかりと今後の再発防止の

中では、まだまだ議論していかなくてはいけない部

分であるかなと思います。 

この認識の違い、これは平行線に多分なるだろう

し、認めたくない理由もあると。僕はその理由がわ

かんないのですが、やはりその執行者責任として市

民に多大なる迷惑と疑惑といろんなことを与えたと

いうのがやっぱり謝罪に値するべきですし、皆さん

は権限あって税の執行しているわけですね。それ

を、その権限を与えてくれたのは市民なのですよ、

国民なのですよ。その人たちの信頼関係を崩すとい

うことは自分の組織がどうのこうのという話ではな

くて、人として謝罪が最初にあって、市民の信頼回

復に努めるというのが僕は筋ではないかと思うので

すが。そういうことを聞きたかったのです。どうで

すか。 

○川田昌弘副市長 実際にこういった事案が出たと

いうことは事実でありますし、その事件に対して

我々がどうするということは、今ちょっと考えてお

りません。というのは、私どもの設置者としての市

の責任というのは、やっぱりきちっとした保育事業

やっていくことなのだろうと。この今回の事案の責

任というのは、あくまでその起こした人間の責任で

ありますし、そこをうまくコントロールできなかっ

た運営委員会にもその体制そのものにも問題があっ

た。なおかつ、その執行を我々がチェックできなか

ったという、そういった全体の体制に対しての反省

というのは、十分持っています。ただ、その犯罪に

対して、市が謝罪するとかというのはちょっと違う

のかなというふうに私は思っています。ですから私

どもの市の責任というのは、設置者として保育事業

をやるための、今後の再発防止も含めた体制づくり

にあるのではないかというふうに考えているところ

であります。 

○栗田政男委員 全然僕は納得できないね。その副

市長の答弁じゃあ、本当に税の執行者としてのスタ

ンスとしてはいかがなものかですよ。皆さんの血税

ですから。執行の扱い方という認識が薄いですし、

当然我々ちゃんとしたことやっているよと。何ら瑕

疵はないと。法的には瑕疵がないというスタンスで

物を言われても困るんで。やはり、大切な皆さんの

税金をどう執行したかで、その結果その税金が不適

切に使われてしまったということに関してのやっぱ

り責任が僕はあると思います。 

 もう１点。このあいだ答弁の中で、部長のほうか

ら答弁ありましたけれども、もう公表されているこ

とであるから市としては改めて警察等に告発する必

要はないという認識だったのですが、報道されたか

ら全ての人が認知しているわけでもなくて、報道は

あくまでも報道なのですね。新聞をとっている人は

新聞をとっている人しか分かんないし、全てそれを

告知したという認識を持つというのはちょっと危険

ではないかと思うのですが、テレビ番組もそうです

ね。それは、そのチャンネルを観ている視聴者にし

か無理なので。それで告知したというものの言い方

をしたのですが、その辺についてもう一度答弁いた

だきたいなと。 

○川田昌弘副市長 これも、一つの理由だけで市が

告発しないと言ったわけではなくて、一つは運営委

員会の意向を尊重しましょうというのが一つ、大前

提としてあります。そこは第一義的には一番の被害

者が運営委員会。なおかつ運営委員会の中で、非常

に御努力をされて事件の解明に当たっていただいて

被害額の確定も全部やったと。市もそのあと被害額

の確定をやったときに、被害額が拡大することもな

く、やっていただいたということです。 

 この問題というのは既に公になっていると。これ

は父母会も含めて地域の方にも説明をされていると

言ったときに、そういった、いろいろなその要素が

あって …運営委員会が一番の被害者だと思うので

す。実際に、子供を預けていらっしゃるその父母の

方も含めた方が一番憤りを感じている中で、その運

営委員会がさまざまなことを参酌して判断したこと

というのは、我々は尊重したいということでありま

すので、公にされているからというその一点だけで

我々が判断したわけでは決してありません。 

○栗田政男委員 それも見解の違いがあるので、僕

は全然副市長の答弁で納得はしませんけど、それは

平行線なるのでそれ以上詰めませんが。もう一点ち

ょっと確認したいのですが、解任というお話が出て

いたような気がします。時系列の流れの中で。 

 で、これ解任とは本当にその執行委員長がいて、

解任なんてことをいきなりできるわけはないんで、

辞任するのだったらわかるのですれけども、解任な
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んていう書き方をされている。これは、説明をちょ

っと求めたいのですが。 

○清杉利明子育て支援課長 資料３号の２月21日の

ところにありますが、状況説明があった後、二人に

対してそういう疑いがあるということで、二人も納

得した中で解任するということで決定したというふ

うに運営委員会さんのほうからは聞いております。 

○栗田政男委員 本当はそんなこと有り得ないので

すよね。委員長ですから。どういう決議をするのも

手順が全然違うんで、それも内規がない組織なんで

それはしようがないと思いますけれども。みんな納

得の上で、解任というか辞任をしていただいたとい

うことになろうかと思いますが、それは理解をいた

します。することにします。 

 それで、そもそも論なのですが再発防止。これか

らは当然、強固にやらなくてはいけないですし、こ

の運営委員会の組織のやり方であると、必ず第二、

第三ということは起きる可能性があります。それは

なぜかというと、あまりにも市がまるっきり丸投げ

をして預けっぱなしという管理体制のなさです。 

先ほど資金繰りの話もありました。資金繰りも簡

単な話です。振り込む段階で足りますか足りません

かという確認をとって、内部、帳簿上整理してれば

足りない分は補填する。そういう多分規約になって

いたと思います。ただ、そういうことでは大目にや

っといて、その中でやってくださいというような、

つかみ的な運営方式というか市の執行方式というの

は、もう早急に改めなければいけないというのは、

はっきりしています。再発防止についてはこの委員

会を通してでも、今後やはり形を絶対に変えなくて

はいけないですし、内部的な資料を、もしくは今の

運営委員会の方式そのものを考えなくてはいけない

のかなという時期に来ているかと思います。 

それについては今後の委員会の議論で、また詰め

ていただくことになるのですが、最初に戻ります

と、じゃあこの二人は、社会的制裁をどの程度受け

ているのかというところに戻らなくてはいけませ

ん。まだ名前の公表もなければ、知っている人は知

っているかもしれない。知らない人は、誰がどうい

うことをしたのかわからない。果たしてそれでいい

のかという見解を改めて私のほうから聞きますけれ

ども、基本的には多少公的な財布からお金を抜いて

も最終的に返還をすればお咎めなしということで、

市のほうはそういうスタンスを貫きたいというよう

な方向性でいいのですか。 

○川田昌弘副市長 決してそういうことを言ってい

るわけではなくて、今までの私の説明不足なのかも

しれませんけれども、そういうことで言っているわ

けではありません。 

○栗田政男委員 これは、網走市だけじゃないので

すね、実は。自治体全体でこの前もお話をしました

から、美瑛町の話も。消防の話はやっぱり金額も大

きいし、返還されていないことで告訴という方向に

動いているようですが、美瑛町のほうも全額返金を

されたので、町としては職も辞しているしというこ

とでしないという方向性を、これ報道の話なのでど

ういうことになったかはわからないのですが。どう

もその辺に僕は、違和感を感じてしようがないので

すよね。 

だから当初から、これは親告罪じゃないのですよ

と。犯罪がわかった段階で捜査協力をして、しっか

りと告発をして調べてもらうのが筋ですよというこ

とを言っているのですが、この辺の倫理感というの

は、そのお金を返して職を辞めれば…窃盗ですよ

ね。窃盗とちょっとニュアンスが違う、法的には違

うらしいのですが、僕に言わせると窃盗なのです

ね。公的なお金を取っちゃったと。で、「見つかっ

ちゃった申しわけないお返ししますよ」ということ

で「じゃあ僕その役から降りますから勘弁してくだ

さい」と頭を下げたら、罪は問われないということ

で、本当にいいのですかそれで。 

○川田昌弘副市長 今回の事案の市としての例えば

告発、あるいは運営委員会からの告訴、被害届の提

出云々につきましては、先ほども御説明しましたけ

れども、市としては第一義的なその運営委員会がい

ろいろ父母会ともやり合った中で、最終的に判断し

たことということで認識しておりますので、そこの

意向は大事にしたいというのが、第一義的な市の考

え方であります。 

○井戸達也委員長 一度、休憩します。 

             午前11時13分休憩 

             午前11時22分再開 

○井戸達也委員長 再開いたします。 

○佐々木玲子委員 今日の委員会は、前回再発防止

のためにということで、資料出していただいて読ま

せていただきました。 

 今いろいろと質問を受けておりましたけれども、

私のほうからも何点かチェック、確認をとらせてい

ただきたいと思います。 

 まず、僻地保育所の運営管理委託契約書ですけれ
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ども、日付が30年３月27日になっているということ

で、たしか前回の委員会で最初に運営委託するとき

の契約書もあるはずなのだけれども見つからないと

いうことだったかと思うのですが、これは３月30日

という日付になってる… ３月27日になっていると

いうことでよろしいでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 この30年度の僻地保育

所の委託契約書でございまして、これにつきまして

は債務負担行為の議決をいただいているうえで、４

月１日の前までに契約を結んでおりますので、平成

30年の３月27日に契約書は締結をしているというこ

とでございます。 

○佐々木玲子委員 ここで今、私申し上げました、

運営委員会さんとの市との委託契約書というものは

どういうふうになっていたのでしたでしょうか。 

○井戸達也委員長 休憩します。 

             午前11時23分休憩 

             午前11時24分再開 

○井戸達也委員長 再開します。 

○佐々木玲子委員 わかりました。私の言っている

意味は、新年度のというか30年度のということで、

毎年単年度でちゃんと契約が結ばれているというこ

とで確認してよろしかったですか。 

○清杉利明子育て支援課長 はい、単年度契約で毎

年締結しております。 

○佐々木玲子委員 それからですね、この毎回の四

半期ごとに委託金をお支払いするというところで、

そのときのチェックというのがこの今回問題になっ

た一番最初に倉庫を買うということで暫定払いをし

ているという部分で、高額なものを購入するという

ときに暫定払いするときに見積書とかそういうもの

というのは提出してもらわないものなのでしょう

か。 

○清杉利明子育て支援課長 委託料でございますの

で、あくまで資料の４ページと５ページの交付基準

に基づいて計算算定した委託料額で四半期ごとに概

算払いをしておりますので、特定のものを購入する

からということで、委託料を積算しているというこ

とはございません。ですので、それはあくまで交付

基準に基づいて算定された委託料額の中で、その運

営委員会のほうの裁量の中で、やりくりをして備品

等も購入していただいているということでございま

す。 

○佐々木玲子委員 ということは、例えば今回時系

列的に最後の８ページですけれども、ここには出て

きませんね。今までの説明の中で倉庫がなかなか設

置にならないけれどもそれはどうしたのかという、

それに対しての概算払いはしているということで話

がありましたが、倉庫に対しての支払いというの

は、概算の中から皆さんがやりくりして計上してい

たということになるのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 そのやりくりの中で、

倉庫代として、これは運営委員長の説明の内容でご

ざいますが、やりくりをした中で前払いとして発注

先にお金を渡していたという説明でございます。 

 ですので、倉庫代として委託料に加算して交付を

していたということはございません。 

○佐々木玲子委員 了解いたしました。四半期ごと

の概算払いのときに、会計上の問題とか、今のよう

な問題が起きていた場合の細かい相談とか、そうい

うところまではなかなかやりとりするということに

はならないのでしょうかね。 

○清杉利明子育て支援課長 あくまで概算払いのと

きのチェックは、この基準に基づいて３カ月分の委

託料がきちんと積算されているかという点しか確認

をしておりませんので、実際に支払ったとかという

部分の、倉庫代が支払ったとかという部分はあくま

で実績報告時の決算書でしかチェックをしていなか

ったというところでございます。それで、今後の再

発防止策の一つでもございますが、四半期ごとに支

払った物等の書類等のチェックはしていきたいとい

うふうには、再発防止策の一つとして行っていくと

いう考えでございます。 

○佐々木玲子委員 ということは、そのチェックの

仕方というのは、一つの購入品に対しても何にして

も必ず領収書が添付されているとか、そういうとこ

ろまでチェックをするという体制になるということ

で理解してよろしいですか。 

○清杉利明子育て支援課長 それが何らかの形で、

確認できるようなチェックをしたいというふうに考

えております。 

○佐々木玲子委員 運営委員会の方たちは本当に父

母会の人であったり、地域の役員さんであったり、

こういう事務的なことに関しては本当に慣れない方

がやってらっしゃると思うので、その辺は市のほう

のサポートが逆に必要かと思いますから、しっかり

やっていただきたいというふうに思います。以上で

す。 

○平賀貴幸副委員長 何点かもう一度確認したいの

で伺いますけど、先ほど倉庫更新という話があった
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のですけれども、最初の段階では、もともとあった

ものを新しくするという話だったのですか。 

○清杉利明子育て支援課長 平成29年度のときに

は、もう古くなって老朽化が進んでいるということ

で、それにかわりになるものということで、新しく

倉庫を購入しようというふうな話であったというふ

うに聞いております。 

○平賀貴幸副委員長 これまでの質疑だと発注もさ

れていなかったし、何も動きはない状態で１ページ

の内訳のようにお金だけが引きおろされていて、そ

の後、前受金を戻すという形で149万円が戻される

という形に利用されたということだと思うのですけ

れども、そういう認識でいいですか。 

○清杉利明子育て支援課長 説明したのは、149万

円が倉庫の代金として前払いをしていた額というこ

とで説明があって、その分はキャンセルしたという

ことで戻したということでございます。 

○平賀貴幸副委員長 でも、実際は発注も何もされ

てなかったということですから、倉庫を発注します

という行為。確認事項と実際に発注はされていない

という事項。ここまでは、共通理解ができていると

思います。その後その149万円を戻す。その倉庫の

発注をした、実際してないのにしたというその行為

自体をうまく利用してそういうことをやろうとした

ということですよね、ということを聞いているんで

すけれども。 

○清杉利明子育て支援課長 それが12月26日、資料

の８ページにございますが、12月26日に実際には発

注も物も来ていなかったもので、何らかで工面をし

て149万円を用意して、その場でキャンセルしたと

のことで戻したということだというふうに認識して

おります。 

○平賀貴幸副委員長 私は、なかったはずの発注自

体をその行為を利用して隠蔽をしようとしたという

ことだと思うことを申し上げているのですよね。こ

の149万円は。そういう認識を市としては持たない

ということですか。 

○清杉利明子育て支援課長 当然、実際には倉庫を

発注していなかったわけでございますから、そこは

虚偽の説明をした上で、このような形でお金を戻し

たということ、というふうに認識はしております。 

○平賀貴幸副委員長 そういうことだと思います。

こういったところも含めて、これは悪質なのだなと

いうことをどうしても感じるのですよね、私は。こ

の時系列を見ていても再三の要求に対して応じない

わけですから、そういうところもあったのです。そ

れにもかかわらず、運営委員会としては法的には何

も判断をしない、動かないという判断をするという

ことであります。 

そこを尊重したいのだという市の気持ちもわから

ないわけではありませんが、果たしてそれでいいの

かなというところが疑問に残るという。多分、栗田

委員のおっしゃりたかったこともそういうことなの

だろうと私は思うのです。それで伺いますけれど

も、これは網走市の中でもし同じようなことが起き

ても同じ判断になるのですか。 

○川田昌弘副市長 どういった具体的な事例がない

と、その判断はできないというふうに思います。 

○平賀貴幸副委員長 公設民営施設なんですよね。 

 公設の施設ですから、そこが一番市民の皆さんも

疑問に思っているところの一つなのですよ、実は。 

 これと同じことが網走市で起きても、こういう判

断をするのかということを聞かれて仕方ないのです

よね。そのときに私たちは、副市長の今の答弁を答

えて市民の皆さんに納得していただけると思います

か。同じことが、市で運営している保育施設で起き

たらどうするのですか。この場合はどんな判断にな

るのですか。 

○川田昌弘副市長 仮定の話ですけれども、市の運

営する市立の保育園で同じような事件が、それはお

そらくそういったことも当事者というのは職員とい

うことになると思いますから、そこはきちっとした

判断になるというふうに思っています。 

○平賀貴幸副委員長 そうなのですよ。きっとそう

だと思うのです。「きちっとした判断」がどんな判

断かというのもありますけれども、きちっとした判

断ですから、私は法的な判断を捜査機関に求めると

いうことが、きちっとした判断だろうと思います。 

 それをしないというところに、やはり市民の皆さ

んから疑問を持たれるということがあるのだという

ことは、まず事実として押さえていただかなけれ

ば、私は困るのだというふうに思うのです。そこは

やっぱりまず大事な一つの、一点目だというふうに

思っています。 

それから、そこをちょっといったん置いといて。

別のこと聞きますけれども、先ほどもそうです。前

回もそうですけど、平成29年のときにその40数万円

の資金不足が発生して、それを翌年度の委託費で穴

埋めをしたということがありましたよね。それの経

過が前年度実績と、おそらく決算のことだと思うの
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ですけれども、30年の決算の中で見えないのですけ

れども、どこでどう見たらいいですか。その穴埋め

をした金額。これは、資金繰り不足の穴埋めをした

という跡が見えないのですけれども。 

○岩原敏男健康福祉部長 今、この四十数万円の穴

埋めした件ですが、決算書、この時点では前委員長

が決算書をつくっていますので、本人たちは結果と

して、翌年度の資金で埋めたという認識はなかった

ということですね。それが今、今回私どもが調査し

た中で、結果としてその資金で翌年度からなければ

40数万がない、穴があいたというのがわかりまし

た。穴があいたのを戻さないと、30年度そのまま穴

があいて… 資金、また穴があきますので、そのま

ま返還していただくと、170万返還していただく

と、30年度、40数万追加交付ということになってし

まいます。ですから、そういうことはあっておかし

な話になりますので、私どもが分析した結果、これ

は、いわゆる私どもの市の会計でいえば繰り上げ充

用金となっておりましたので、これについては適正

な形の決算をして戻さなければ追加交付になってし

まいますので、そういう処理をさせていただきまし

た。 

○平賀貴幸副委員長 その点はわかりました。 

 そういう複雑な会計処理をせざるを得ない状況に

なったということも、認識が先方にあったかどうか

は別としてあったのだなと改めてわかりました。 

それで話を戻させていただきますけれども、もし

網走市の職員が行ったらどうだったのだろうという

ことを考えた対応を今回はすべきなのです。私はそ

うだと思います。そうしないとですね、極端なこと

を申し上げますが、公金に手をつけてですね、何ら

かの投資なりギャンブルなりでお金をふやして戻し

たら、バレて、もちろん仕事はやめなきゃいけない

けれども、お金はもうかって終わりになるのですよ

ね。それで許されるということなのです。そんなこ

とあり得ないと思うのですよね。 

 公金に手をつけたということがあったということ

を、どうするのだということを特にですね、あの内

訳不明なのですよね。何で1,000円というのが会計

で出てくるかわかりませんけれども。内訳不明なの

に。ただ、内訳不明である以上、そこは内訳、どの

程度どちらがどうしたのだということを含めて割合

も含めて、そこは捜査機関でないとこれ以上捜査で

きないですから、被害届等を出す必要が当然あると

思います。そこで、もう一度戻って申しわけないで

すけれども、人格なき社団としての要件がないとい

うところを、もう一回申し上げなければいけないの

ですよ。 

 市としては、委託したということで委託責任ある

のですよね。これ、私もいろんなもの調べさせてい

ただきましたけども、委託した先で起こったことは

基本的には委託を受けたその団体の責任だってこと

は間違いないと思います。ただ、過失が大きかった

場合ですとか、事態が重たい場合については、裁判

などですね、委託をした課長や部長が罰せられるこ

とも過去にあるのですよ。実際見てみると。委託責

任は重たいのですよね。私が思っていたよりも調べ

れば調べるほど。 

 今回は、人格なき社団に対して委託をしているの

です。ただ、その人格なき社団がその構成要件を満

たさないところに委託しているわけですから、ここ

は一義的に運営委員会の責任だというふうに、市が

そうしたいのはわかるのですけれども、その法理は

成立しないとしか申し上げられません。ですから、

判断をすべきは網走市です。そこを含めてきちん

と、網走市の職員がもし同じことをしたのであれば

どうするかということに基づいて判断をしていただ

きたいと思うのですけど、いかがでしょうか。 

○川田昌弘副市長 職員が犯罪を起こした場合とい

うのは、具体的な事例がないとなかなか処分の対象

とか、どういった方法になるかというのはお答えで

きません。それは、仮定の話なのでそこはできませ

ん。 

ただ今回の場合については、その人格なき社団、

人格なき団体というふうな委員のおっしゃり方です

けれど、私どもはずっとこれまで委託をしてきてい

る、実際に存在している団体であるという認識があ

りますので規約の存在そのものは、今現在保管でき

ていないという、今現在はそういうふうなところで

すけれども、その団体としての存在はあるというふ

うに認識をして、これまで僻地保育所の運営を委託

しているということでございます。 

○平賀貴幸副委員長 副市長、誤解されているよう

ですけども、人格なき社団というのは運営委員会な

ど法人格のないもの全てのことを言います。決し

て、規約がないから人格なき社団だと言っているの

ではないですよ。運営委員会のように登記をしない

ものは、全て人格なき社団ですから。その人格なき

社団の構成要件を残念ながら今満たしていないとい

う現状について申し上げているのですよね。だか



- 15 -  

ら、法理としては成り立たないという状況にやむを

得ずなっているのですよ。これは少なくてもです

ね、私が調べた限りでは、過去二園について規約が

ない状態で、規約を新たに作り直してそれが記録に

残っているというところがありますから、これで三

園だと思います。 

過去にそういった事態が発生して、そのことは市

に報告されたにもかかわらず、ほかの園に対して規

約があるのかどうかの確認をしなかったということ

は、前回の質疑でも明らかになっていると思うので

すよね。そういった、これ作為的じゃなくて不作為

だと思うのですよね。不作為でやった積み重ねがこ

ういう事態を引き起こした一つの原因だと私は思い

ます。それは、どうしても避けられないと思うので

すよね。そこに対する責任というのは、ちゃんと認

めていかなければいけないですし、それをきっかけ

にですね、網走市民の信頼を今回損なったのです。

明らかに。損なったことに対して、今のところ、市

の見解を私は不十分だというふうに思っています。

いろんな見解の示し方はあると思います。少なくと

も、網走市として公式な見解をきちんとした形で出

していくべきだと思いますけれども、それについて

はいかがでしょうか。 

○川田昌弘副市長 議論がちょっと堂々めぐりにな

っているような気がしますけれども、私どもの責任

の見解というのは、責任を果たしていくという見解

をずっとこれまでも申し上げてきたと。 

 それは再発防止であり、今後の事務処理のあり

方、あるいは組織そのもののあり方を、今後きちっ

としていくということが、私どもの見解だというふ

うに認識しております。 

○平賀貴幸副委員長 あわせて、これまでの指導の

徹底ですとか、確認だとかで足りなかったところも

見解で示さなければ、それだけじゃ絶対足りないと

思いますからそこはわかっていらっしゃると思いま

すけれども、そこを含めて見解だとは思いますが、

それだと誤解が生じるなと思うところもあるのです

けれども、３月１日に網走市に報告あったわけです

ね。報道があったのが確か３月４日でなかったです

か。それまで３日間タイムラグあるのですよね。 

 この間に、なぜこういったことが起きたというこ

とが公表されなかったのだというところが、やっぱ

り市民からも指摘されることだと思うのですよ。 

 やはり網走市としての公式な見解は、今の副市長

の答弁と私が申し上げることを含めて何らかの形で

ですね、きちんとせめて少なくともその点は何らか

の形で公表する義務が、設置者としての網走市にあ

ると思うのですけども、その辺についての対応はさ

れていないかなと思うのですけれども、いかがでし

ょうか。 

○川田昌弘副市長 私どもの責任ということでは、

今回の委員会の中でもお示しをしてきたつもりでは

あります。こうしたことをやってきますということ

で、市の設置者としての責任を果たしていくという

思いを、今までこの資料の中でお示ししてきたつも

りでありますので、そこはこれからいろんな運営委

員会、あるいは地域の人と話していく中でも、そこ

はしっかり、お話をしていきたいというふうに思っ

ています。 

○平賀貴幸副委員長 率直に申し上げます。この件

の報道がなければ、公表するつもりがなかったので

はないかというふうに思っている方もいらっしゃる

のですよ。この件。残念なのですけれども、本来で

あれば、一番最初のときに指摘をさせていただきま

したけれども、運営委員会から報道メモが出るとい

う形で公表されましたけれども、私は運営委員会だ

けではなくて、網走市からこういった事態があった

ということを含めて対応されるべきだったとこれは

思います。これは、コンプライアンスというか、危

機回避の問題というのかな。緊急事態の対応への問

題として不十分だったとそこは思うのですよね。そ

ういった誤解を生じさせないためにも、そこは出す

べきだということは、改めて申し上げておかなきゃ

いけないなと思います。 

 ところで伺いますけれども、今回求めてこの資料

つくっていただいて、相当御苦労あったと思いま

す。これについては改めて申し上げておかなければ

ならないというふうに思いますけれども、例えばこ

の８ページの資料ですけれども、今回の委員会から

の求めがあって、改めて聞き取り調査されてつくら

れたというふうに認識してよろしいのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 前回の委員会の前にも

聞き取り等はしておりましたが、具体的な細かいと

ころまではお聞きをしておりませんでしたので、改

めて調査をして内容を含めて、資料としてまとめた

ものでございます。 

○平賀貴幸副委員長 今のやりとり聞いている限り

多分そうだと思うのですね。本当に申しわけないで

すけど、逆をひっくり返して申し上げますと、求め

がなければこういうことをやらなかったのかという
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ことなのですよ。それ、市としてわかっていらっし

ゃいますか。 

○清杉利明子育て支援課長 この経過等について

は、いつごろにどんなことというところはお聞き取

りをしましたが、詳細な内容のところまでは具体的

なところはお聞きをしていなかったということでご

ざいます。 

○平賀貴幸副委員長 一回目の委員会のときに、市

としては刑事告発を含めた対応はしないという考え

だということが、課長から確かあったと思います。

議場でも予算委員会の中なのかな。そういうのもあ

って、予算委員会的には市長からそうではないのだ

という答弁もあって、確か松浦議員の質問のときで

す。一旦そこでおさまったというふうに思っていま

す。 

この中では副市長からの答弁で、今後そこは検討

するのだというところで、答弁の訂正が実はあった

のですよね。それで、私はわかったということで、

今日まで状況見ておりました。それで、今の答弁な

のです。ここまでのものを聞いた上でどうするかと

いうことを、市として本当にどうするかということ

を判断せねばならないのに、我々委員会が求めなけ

れば、それをせずに対応しなかったというふうにし

か受け取れないのですよね。それで果たしていいの

かというところが、大きな疑問を持たざるを得ない

んですけれども、どうでしょうか。 

○川田昌弘副市長 運営委員会からの報告というの

は、かなり詳細にわたってされていました。ここ

の、その資料要求があったのは、12月26日から２月

の二十何日までですか。その間の時系列の、そのや

りとりも含めて出してくれという資料要求なので、

我々が押さえている部分プラス、実際のやりとり、

運営委員会と当事者とのやりとりも含めて、確認を

しながら聞き取りをして資料にまとめたということ

で、決して私どもが把握してなくて、それをわざと

出さないといった、そういったことではなくて、そ

こは最初の資料では12月26日に第一報というか… 

第一発見をして、その後２月26日までという、飛ん

だ形の資料を作成したっていうことは、申し訳なか

ったかもしれませんけれども、決してそれはそのあ

えてやったということではなくてですね。そこは、

今回の資料要求によって、よりそのやりとりも含め

た文章化したものを出すということで、そこは慎重

にやってきたつもりでありますので、そこは決して

隠したとか何とかっていうことは一切考えていませ

ん。 

○平賀貴幸副委員長 そう信じたいのですけれど

も、この間の状況を見ていると、そこはにわかにす

ぐ「はいわかりました」にはならない状況が積み重

なってきてしまって困ったなというふうに私も思っ

ています。信じるしかないのかもしれませんが。た

だ、今の話を聞いていると、保育所はきちんと運営

委員会で運営されているというふうな前提でずっと

やってきたから、こういうことが起きたのだという

ところが、改めて再確認されてしまったような気が

するのですよね。確かに仕組み上、やむを得なかっ

た部分もあると私は思います。この運営委員会の方

式というのは。地域とのさまざまな状況の中で積み

重ねてきた大事なものですから、尊重しなければい

けないですし… なんですけど、市としての役割を

果たせなかったのだと思うのですよね。先ほどもち

ょっとありましたけども、事実上の運営を地域のほ

ぼボランティアの皆さんに丸投げしていた状態の中

で、適切な指導を行ってないでやってきたのだと思

うのですよ。それについて、反省だけで十分なのだ

ろうかなと思うのですよね。 

 やっぱり被害者は、市民であり子供たちだと思い

ます。こういうことが起きたら。運営委員会ももち

ろんそうですけれども、そうだと思うのですよね。

それを考えると、税を預かって執行する者としての

見解を公式に出さねばならないというふうに思いま

す。この議会の場だけで十分なのかなというふうに

思いますし、先ほども謝罪という話も出てきたりし

ましたけれども、反省だけでいいのだろうかなと思

うのですよね。責任というのは、もう少しちゃんと

果たすべきなのじゃないかな。 

 特に繰り返しますが、市の職員がもしこれを起こ

したらということを前提にして対応を考えるべきだ

と思います。なぜなら、市の公設の保育園だからで

す。いかに委託していても。そこで起きたことに対

して、きちんと謝罪がないというのは、市民の皆さ

んの納得は得られないというふうに思いますけれど

もいかがですか。 

○川田昌弘副市長 ここは何度も申し上げていると

ころですけれども、地域の方々とこの運営委員会方

式というのは、長年築いてきたスタイルでありまし

て、そこに基づいて運営委員会のある程度の裁量を

認めてやってきたという実態があります。ただ、そ

この実際の執行段階において、市のチェックが足り

なかったと、そこはもう本当に反省する点は多いと
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いうふうに思っておりますけれども、基本的には運

営委員会が第一被害者ということで、そこはそうい

った整理になるのではないかなというふうに思って

おります。 

○平賀貴幸副委員長 これ以上、質疑をしても平行

線だなっていうのはわかりましたので、これまでに

しますけれども、そうすると結果的に一番悪かった

のは、もちろん公金に手をつけた方々ですけれど

も、その次に悪いのは運営委員会だということにな

ってしまうのですよね。私は違うなと思うのです

よ。その次に悪かったのは、網走市なのだと思うの

です。運営委員会はその次ですよ。それが、順番が

違うと思っているので申し上げているのですよね。

このままだと本当に、手をつけたという人の…、公

金に手をつけた人の次に悪いのが運営委員会だって

ことになってしまうので、私はそれは違うし残念だ

なと思うのですよね。一所懸命、地域の子供たちの

ためにやってくれた方が二番目に悪いのだと。そん

な状況を生み出すことを、市がやっていいのかなと

いうふうに思います。そこは違うということを申し

上げておきます。 

○栗田政男委員 質疑をお聞きしながら考えたので

すが、一つはこのやった当事者の罪は罪としてそれ

は穏便にという派と、後のやっぱり再発防止が一番

なのだということで、もちろん私のほうでもこの資

料要求に当たっては再発防止のためということで、

お願いをした経緯がございます。 

 この資料見させて、詳細に見させていただいた中

で、やはり民間というか自分たちの調査というのは

不十分なのだなという気がしています。それは、や

はり捜査権を持った警察当局とかそういうところの

調査とはやはり違った部分がありますし、そこまで

はこの運営委員会の中では無理だったのかなという

気がしますし、市としてもそれ以上のことは無理な

のかなという気がしますけれども。負担割合につい

ても不明なままですし、これを見ると委員長のほう

は多く使って、会計のほうは少なく使ってなんてい

うニュアンスで見てしまうのですが、これが不明瞭

な形に上がってきていますので両方とも共犯なのか

なという扱いをしなくちゃいけないと思います。 

 一つは再発防止。一つは、今回の事案の二人に対

するどういう扱いをするかというのが、今議論の争

点ではないかと思います。それについては、私はや

はり日本がこれ…。 

○井戸達也委員長 栗田委員。再発防止に向けて

の、今、委員会の調査をしているので…。 

○栗田政男委員 何が問題あるの、委員長。何が問

題あるの。これ、意見を言って俺がちゃんと話して

いるのに何が問題あるの。 

○井戸達也委員長 今の争点のお話ですよ。今の

…。 休憩します。 

 午前11時57分休憩 

             午前11時58分再開 

○栗田政男委員 何度も繰り返すようですが、この

二つの案件がやはりそれぞれひっかかっているの

が、正直な私たちの気持ちです。しっかりと日本が

法治国家である以上、法令厳守というのは基本の基

本ですから、そこに正義というものがなければ根幹

から私たちの公の物の考え方が崩れてしまいます。

これは皆さんもよく知っていらっしゃると思います

し、ですから何度も言いますように、その見解それ

ぞれの気持ちというものはまたそこは別なのです

ね。そこにニュアンスだとか、この人かわいそうだ

とかという話ではないのです。これは法律にのっと

ってやるのが私たちの筋ではないかと思います。市

側が告発しない云々という、その考え方は考え方と

して承ります。ですから、私たちとは個人になるの

か公になるのか団体になるのかは別にしても、きち

っとした対応を今後はしていかなくてはいけないな

と、それが市民に対する私たちの説明責任です。そ

れをまずは皆さんに申し送って、私はそれ以上聞き

ません。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

    〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

それでは、このあとは… 休憩いたします。 

             午前11時59分休憩 

             午後１時00分再開 

○井戸達也委員長 それでは再開いたします。 

 それぞれ質疑を行いましたけれども、委員の皆様

方には、これまでの質疑を通して総括的な御意見を

伺いたいというふうに思います。 

○近藤憲治委員 所管事務調査全般について、意見

を述べさせていただきたいと思います。 

 こちらのはまなす保育園の不祥事につきまして

は、まずは大変残念な事態であったというふうに受

けとめております。また、議論を通じて明らかにな

ってきたことですけども、一義的には横領という行

為を犯した二人の問題ではございますけれども、例

えば運営委員会のガバナンスの問題もありますし、

そういった運営委員会のあり方をそのまま置いてい
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た市の認識というところも浮き彫りになったところ

があるのかなというふうに受けとめているところで

ございます。 

 また、この所管事務調査を通じて、コンプライア

ンスの徹底でありますとか、また運営委員会による

僻地保育所のオペレーションそのものを変更してい

かなくてはならない時代が来ているのではないかと

いう認識については、答弁も含めて共有できたとい

うふうに考えております。 

 私の見解といたしましては、あくまでも平成31年

度の予算案を審査、そして可決させていただく際

に、網走市議会としては附帯意見を付してという形

で、不祥事に端を発した意見を付しておりますの

で、まずはその意見に沿った行政運営に臨みたいと

いうことと、今後まだ仕組みの変更という部分と再

発防止という部分がございますが、ここは改選も控

えておりますので、改選後議論がより深まっていく

ことを、進捗状況の確認を適宜一般質問等で行って

いく必要があるのかなという認識を持っているとこ

ろでございます。以上です。 

○井戸達也委員長 次。 

○佐々木玲子委員 今回のこのはまなす保育園の件

につきましては、始終議論がありまして、きょうは

改めて再発防止のためという資料も出していただい

て、さまざまチェック、確認をさせていただきまし

た。 

今回の件に関しては、公金を横領したというその

ことが本当に大きな問題だったと思いますけれど

も、市が僻地保育所というものを運営委員会に委ね

なければならないという市の情勢もあって、運営委

員会の方々も御苦労されて、最後の８ページになり

ましたけれども、本当に何度も何度もこの問題に関

しては向き合ってきて、最終的に運営委員会として

は、この問題はおさめようということになったとい

うことはやはり理解できるところであります。 

ただし、市のほうとしてもこの運営委員会に委ね

ていた中で、ちょっとチェック機能が果たされてい

なかったのかなっていうところは、反省もしている

というお話もありましたので、そしてこれからまず

は新年度に向けて、４月に入ってすぐにチェック体

制等しっかりと運営委員の方たちと確認し合いなが

らやっていくというお話を伺いましたので、これか

らそういうことがされていくと。 

そして、地域保育所の運営委員会の皆さんの御苦

労を含めて、これからどんな形で地域保育所が運営

されていったらいいのかというのは、改めて考える

べきときが来ているのかなと、私も感じております

ので、これから改選期以降、また議会としてはしっ

かりとしたチェックをしていきながら、よりこれか

らの将来の宝であるお子さんたちの保育というもの

が充実するようなことを、ぜひ市としても積極的に

かかわってやっていただきたいという、そういう思

いで今回は結論を出したいと思います。 

○井戸達也委員長 ほかに。 

○山田庫司郎委員 お二人から考え方を示されたわ

けですが、私としては今までの議論経過含めてです

ね、今回資料詳しく提出をいただいた中で、こんな

状況がやはり出来得ていたということが、私自身信

じられない状況もありますから、不祥事を起こした

当の二人についてはですね、非常に遺憾であります

し、今後あってはいけないことだともちろん思うわ

けであります。 

 それで運営委員会のほうも、非常に運営上難しい

状況もあって、こういう形に結果的になったのだと

いうふうに思うとこもありますから、今後の対応も

含めて議論していただいて、今後の対策も含めて対

応していただきたいと一つ思うわけです。ただ、一

番二人が元凶でありますから、ここはもう本当に猛

省を求めなければならないと思いますし、運営委員

会として管理をしていた経過も含めて、経過がある

わけですが。 

ただ、やはり議論の中で市としても、いろんな意

味で契約書の中身を見て、第９条なんかも見ます

と、市もですね、経過の中でかかわりをしていかな

きゃならんということの条文もうたっているわけで

ありまして、犯罪が起こったことについての直接的

な立場ではないという説明は、市のほうからあった

ので、ある程度の理解は示すとしてもですね、市の

施設であること、それから、市としてのチェックの

かかわり方が希薄だったということは、市当局も、

これは認めている状況もあるわけですから。何らか

のですね、市民に対しての謝罪の立場というのは市

としてもあるだろうと。こんなふうに私は思いま

す。 

 ただ、ここは平行線できている状況もありますか

ら、今後の再発防止ということに力を入れていかな

ければならないというふうに思いますから、各地域

の運営委員会、全体の運営委員会の意見もしっかり

聞きながら、とりわけ、このはまなす保育園の運営

委員会については、改善点というのは多分にあるの
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だろうというふうに思いますから、ここは市もしっ

かりかかわってですね、それぞれの運営委員会との

意見も聞く中で、しっかり運営委員会の立て直しを

ですね、対策含めてしていっていただきたいという

ふうに思います。 

 それと、この今回の課題とまた別ですけれども、

以前に、社会福祉協議会の不祥事も一つあったわけ

で、平成30年度振り返りますと、二つの不祥事が一

つあったわけで、これも市と直接関係ない状況が一

つ、組織の関係から言うとあるのかもしれません

が、市としての何らかのやっぱり市民に対する説明

責任はあるだろうと、こんなふうに思いますので。

例えばですが、定例記者会見があったり、何かの機

会があれば、市として今までの経過と市の考え方を

市民に対して説明するべきだというふうに思います

ので、そんなことも含めてですね、今回のこの委員

会での議論については、これ以上、進めても平行線

の部分もありますから、どこかで終わらせなければ

ならないだろうというふうに思いますが、それをお

話させていただいて、見解とさせていただきたいと

思います。 

○井戸達也委員長 次に。 

○栗田政男委員 まとめということにはならないの

ですが、また全容もあまり把握されていませんし、

市の対応はある面で一定の理解は…、本当の意味で

理解はしていないのですが、市としてのスタンスと

いうものは理解をさせていただきました。 

 そういう中で、再発防止ということで今回この資

料を出していただきました。中を見ると、この犯罪

は極めて悪質ですね。いまだかつてないような搾取

の方法で、当初報道されていた倉庫云々ということ

よりも日常的に本当に自分の財布がわりに公金を流

用していたということは到底許されることではない

ですし、再発防止の一番の方法はちゃんと事件を解

明して、しっかりとした責任をとってもらった上

で、市民がそれを納得してもらうというのが最善の

方法であって、そこを手を抜くことによって、いい

結果が生まれるということは私には思えないので、

今後その議会として云々というよりは、いろんな各

方面、今回こういうふうに資料が公になっています

から、そういうものも精査した上で何らかの方法で

公に発表していかなくてはいけないのかなという気

はしております。 

 一言で言ってしまえば、対応等も含めてはなはだ

遺憾でございます。これ以上、市民をばかにした話

はないというふうに、怒りをもって発議をしたいと

思います。以上です。 

○平賀貴幸副委員長 私からも申し上げますが、皆

さんがまず前提として、皆さんがいろいろ意見を言

って、それで終わりということにはならないと思っ

ております。やはり委員会として、何らかの方向性

を一つにまとめたものを示していくということが、

今回の案件は欠かせないと思うんですよ。そこにつ

いて、ぜひ皆さんで後ほど議論もしなければいけな

いなということを、まず前提として私は思っている

ことをお伝えしたいと思います。 

 そのうえで今回の事件ですね。もちろん、まず横

領した人がもっとも悪いのです。だめなのです。 

そこはもう前提としてあるのです。ただ、それが起

きる背景を考えなければいけなくて、そうするとで

すね、質疑の中で明らかになってきましたけれど

も、率直に言ってこの僻地保育園、途中からなので

すよね、きっと。最初からじゃないです。どっかか

ら、途中からだと思うのですけれども、過去からの

対応の不備というのが網走市にあったのです。それ

はもう間違いないのだと思います。規約があるかな

いかの確認を怠ってきたという経過はあったという

ことがはっきりしますので、そういったことがあっ

たからこそ、こういうことが起きたということは間

違いないと思います。委託契約書の９条を見ても、

随時調査をするということ。ここは、やはりされて

いなかったからこそ、またこれも起きる環境、起き

やすい環境、起きてもおかしくない環境がつくられ

ていたということ。これは間違いない事実だと思い

ます。 

 それに対して、反省をしなければいけないという

話は確かにありましたが、それを起こらなかったと

いう事柄に対して市民に対する説明は不十分だとい

うふうに思います。 

 そこは謝罪を含めて、市民に対して説明する機会

をきちんと網走市は設ける責務は設置者として絶対

にそれはあるのだと、私は思うのですよね。そこを

今のところ果たせている、十分果たせているとはや

はり私は思いません。 

 少し思い出していただけると、皆さん覚えている

と思うのですけれども「姉歯事件」がありましたよ

ね。 

 あのときもですね、行政は検査の不備についてち

ゃんと謝罪しているのですよ。自分たちの検査が足

りなかったと。もちろんそれは、人手が足りないと
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かいろんな問題が起きてですけれども、それに対し

て謝罪しているのですよね。それは、起きた事件じ

ゃなくて検査体制の不備、行政の不備に対して謝罪

しているのですよ。 

 今回も同じように随時チェックをするというこ

と、随時指導調査をするということがやれなかっ

た、これは怠ったのだと思います、結局は。そうい

ったことが起きたことに対して、謝罪があってしか

るべきだと思うのですけれども、それは今のところ

されてないのですよね。 

 市に対しても、そのこともちゃんと副市長等いる

ときに申し上げてもよかったのかもしれないですけ

れども、一向にそういった意志が見られない以上、

委員会としてそこはすべきだということを求めるべ

きだというふうに思うので、そこを含めてですね、

皆さんで議論ができたらなというふうに一つの意見

としてしっかりまとめてですね、いくことこそが再

発防止なのだと私は思うのですよね。 

 実際に犯罪を犯したと思われる二人に対しても刑

事告発を本来すべきなのだろうと思いますが、そこ

の判断が運営委員会との関係もあってなかなか難し

い重たいということも理解できます。ただ、網走市

としてやってはいけないのは、この判断に対して何

もしなかったということを残してはいけないのだと

思うのですよ。刑事告発をするという判断、もし網

走市がすれば、それは「した」という判断が残りま

す。一方で「見送る」という判断をすればそれは

「しなかった」ということが歴史に残るのです。そ

れは違うのだと思うので、ここは被害届を出して、

網走市としての判断は被害届で法的捜査機関に委ね

たというところをしっかり残しておくことこそも、

これも再発防止につながることだと思うので、そこ

を委員会として求めていくべきなんじゃないかなと

いうふうに思うところです。以上です。 

○井戸達也委員長 休憩いたします。 

 午後１時16分休憩 

             午後１時44分再開 

○井戸達也委員長 再開いたします。 

 皆様からそれぞれ、御意見をいただきましたけれ

ども、若干確認をしたいというふうに思います。 

 まず、再発防止に全力をあげてもらうということ

は、皆さん同じ考えでよろしいでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 はい。それに当たってですね、市はですね、市民

に対して謝罪をすべきであるという部分については

これ見解の違いがございますので、それについて、

何か御意見ございますか。よろしいでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 はい。次に、市は刑事告発すべきという意見もご

ざいましたけれども、これについても、皆さんそれ

ぞれの考えがありまして、意見、見解が違うといっ

たところでよろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 次に、市の指導監督に不備があったという部分に

ついては、これについては皆さんどのようにお考え

か、もう一度、御意見いただければと思います。 

○近藤憲治委員 今の文言で考えますと、まず一義

的には今の仕組みの中でも適正な運営がなされてい

る運営委員会がある、ということですよね。そこは

そこで、特段問題もなく保育が行われているわけ

で、しかしながら結果的に一方でこのような事案が

生じてしまった。そういう点ではまず、再三申し上

げておりますけど、一義的には起こした二人が問題

であると。 

 次に、内部統制が利いていなかった運営委員会そ

のもののガバナンスが問題であろうというふうに考

えてます。 

 その上で、そういった制度的な問題が生じる可能

性がある状態を市として是正をしきれずに、今日に

至っていたという点。 

 議論の中で、共通の認識に立てたのかなというふ

うに感じているところなんですけれども。 

 市…ちょっとニュアンスが難しいですね。 

 現行の制度化でもうまくいっているところもある

し、このような事件が起きてしまうことも、ある

種、度を越してしまった 

 〔「ちょっといいですか」と発言する者あり」〕

という点もあるので…、ちょっと待ってください

ね。その文言自体が、一義的に市が不作為だったと

いうニュアンスだけでもないのだろうというふうに

感じています。 

○平賀貴幸副委員長 この案件に対してですから、

それは違うのだと思います。この案件についてはで

すね、明らかに随時指導調査するということが果た

されていなかったわけですから、ほかの園に対して

どうかということじゃなくて、この案件についての

所管事務調査なので、そこはほかの園がどうだった

かということ考える必要はまずないと思うのですよ

ね。 

 そこは、しっかりとしたわかりやすい表現でちゃ
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んとまとめるべきだと思います。 

 それがまず１点。 

 それと、順番については私ちょっと認識が違って

いて、ガバナンスがとれていなかったというのも問

題なのですけれど、ガバナンスがとれるような指導

をしてこなかった網走市のほうがもっと問題だと私

は申し上げているのですよね。 

 本来網走市が、人格なき社団のところに1,200万

円とか、そういう大きな金額のことをちゃんと業務

委託してやってもらうには、そこのガバナンスを含

めてちゃんととれるように市がかかわっていって、

いろいろなことを教えていったり、伝えていったり

しなきゃいけない、そこが随時その調査するとか監

督するとかそういうことだと思うのですよね。そこ

のほうが実は重たいのですよね。 

 それがやられてないから、ガバナンスがとられて

なかったという事実をしっかりとそこは認識して、

私はいいんだと思います。 

○近藤憲治委員 今、平賀副委員長からの発言もあ

りましたけれども、後段のほうからお話させていた

だきますと、現行制度上で、この所管事務調査はあ

くまでもはまなす保育園の件でやっていますけど

も、現行制度下でもガバナンスがとれているところ

もあるのは、やりとりの中で明らかになりましたの

で、それをひとくくりにして、というというのは、

やはりちょっと見解がなかなか一致できないなとい

うふうに受けとめさせていただきました。 

 その前段のこの件、はまなす保育園の件について

のみ言っているというとこについては理解をさせて

いただきました。以上です。 

○井戸達也委員長 ほかに。 

○栗田政男委員 ちょっと近藤委員に聞きたいので

すけれども、ほかの保育園、今回の審議とちょっと

ずれるのですけれどもね。保育園のガバナンスとい

うか、完全に運営はしっかりやられていたというこ

とを市部局が言いましたっけ。 

○近藤憲治委員 まず詳細については、過去５年に

さかのぼってもう一回調査をしますということで、

それは遺漏があってはならない、漏れがあってなら

ないということで調査をするということですけれど

も、現在の段階で、他の僻地保育所において同種の

問題は起きていないということについては、現在で

すよ。というのは、やりとりの中で確認させていた

だいているというふうに受けとめております。 

○栗田政男委員 僕ちょっと認識が違いまして、い

ろいろ調査をしている中で全てがわかっているわけ

ではないのですが、なかなか各僻地の保育所に関し

ては、うまくいってなかったという事実はあるとい

うことでございます。それもいろいろ調査をした中

で、帳簿等の不備が多々あった中で、たまたまこれ

はオフィシャルにしていいと思うのですが、藻琴保

育所に関しては我々の仲間だった方が、町内会長に

なった関係でその整備をされたという経緯は聞いて

おります。 

 この詳細についても聞いておりますので、比較的

精査したということですが、その時点でも市役所の

ほうに各僻地保育所の調査を頼むという要請があっ

たにもかかわらず、それをしてなかったということ

は私のほうに報告が入っています。その裏づけはど

うのこうのと言われたら困るのですが、本人はあれ

ですから、遠いところにいらっしゃいますので。 

 そういう報告も来ていますし、近藤さんの言われ

たその一時的にそういう問題が発生、当然だと思い

ますし、そんなに着服や横領をされてはたまらない

ので、そういうことはないのですが、運営上のやっ

ぱりいろいろな不備を各保育園が抱えているという

実態はあると思いますので、それこそひとくくりに

全部ちゃんとやっているのに、どうしてはまなすだ

けだというような感覚は持たないでほしいと思いま

す。 

○佐々木玲子委員 今、委員長からの指導監督が行

き届いていないという認識があるかという問いでよ

かったですよね。 

○井戸達也委員長 はい。指導監督にも不備があっ

た…。 

○佐々木玲子委員 「不備があった」ね、はい。そ

ういう点では今いろいろ質問をさせていただきまし

たし、皆さんの質疑を聞いていて、やはり運営委員

会は主体とは言いながら、そこへ公金を委託してい

るという意味では、市のほうがもう少し慎重にその

辺を指導監督はすべきだったのではないかというふ

うに、私は感じております。 

○山田庫司郎委員 市のかかわりということで、委

員長から問いかけがあったと思いますが、私も何回

か言っていますが、直接市が関係ないという部分も

理解する部分もありますけれども、間接的という表

現がいいかどうかですが、やはり市がやらなければ

ならなかったことの、かかわり方がやはり希薄だっ

たということは、私からも言わせていただきたいと

いうふうに思いますから、市の責任というのは、か
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かわりはあるだろうと。こういうふうに思います。 

○井戸達也委員 それではですね、皆さんから御意

見それぞれ伺いましたけれども、それぞれの見解に

違いがある部分。こういったものについてはです

ね、こういった意見もあったということで、私のほ

うから議長あてにですね、報告を上げたいというふ

うに思います。 

 共通しているところとしてはですね、僻地保育園

は子供たちのいわば地域の方にとってなくすことの

できない存在であるという部分と、そのためには地

域の方々の理解と協力は不可欠だという部分、そし

て今後の運営に当たっては、市として役割をしっか

りと認識して健全な運営づくりに努めていただきた

いという部分の中で、その再発防止に努めていただ

くと。 

 市民に対して謝罪すべきという、意見もあった

と。また刑事告発すべき事件であると、こういった

意見もあったと。 

 市の指導監督に不備があったという意見もあった

ということで、取りまとめさせていただいて委員会

の報告としたいと思いますけれども、よろしいでし

ょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〔「すいません、委員長」と発言する者あり〕 

○平賀貴幸副委員長 被害届も追加していただけま

すか。刑事告発だけじゃなくて被害届も出すべきと

いう意見もあったと。 

 それから、最後のところは結局共通になったので

はないですかね。最後のその…指導監督の部分は。

近藤委員もそこは同意していただいたんじゃないか

な。 

○近藤憲治委員 はい、ありがとうございます。 

 ニュアンスとしては理解をさせていただいている

んですけれども、ちょっと私としてこんな考え方が

あるんです。 

 つまりそのもともと、僻地保育所がいわゆるその

父母の方の農繁期のニーズから生まれて、そこに市

が後ほど手を入れていったという、生まれというか

成り立ちの背景からすると当然、市が指導監督すべ

きだという考え方もありながら、一方で運営委員会

の自主性というところも必要なんだろうなと思って

いまして。 

 そこは、一義的に指導監督に不備があったからそ

こを言ってしまうと、後々指導監督を強めるほうが

いいんだろうという議論の展開を招きかねないとい

うふうに思っていまして。 

そういう点ではですね、指導監督がどういうふう

な形が適切なのかというのを見出していく必要があ

るとは思っているのですけれども、不備というふう

に端的に言いきってしまうことができるのかどうか

というところは、ちょっと「全てがそうですね」と

いうふうには言いづらいなというふうに感じている

ところであります。 

○平賀貴幸副委員長 確認しとかなきゃいけないの

ですけれども、この随時指導調査を怠っているのは

実は、この保育園だけじゃないのですよ。どこにも

やっていない。だからそこはいいのです、それで。

不備でやっていないのですから。 

 どこかの園でやっていたという事実があれば、近

藤委員のおっしゃるとおりなのだけれども、残念な

がらこれは一切やっていないのですよ。 

 それはもう仕方がないので、ここは不備があった

ということはちゃんと指摘しておかないと、各園に

対して最低限必要なことをやらなきゃいけない、そ

の最低限必要なことをどうする、どこまでなのかと

いうのは、それこそ運営委員会と市の側で話し合っ

て決めてもらうことなので、議会としてその最低限

の物差しを議会が出すものではないので、ここは不

備があったというところの指摘にとどめるのが私は

いいのだと思うし、逆にそこはしておかなきゃいけ

ないことだと思うので、そこは共通のものとしてち

ゃんとくくっておいたほうがいいと思うのですよ

ね。 

○近藤憲治委員 今、平賀副委員長から発言ありま

したけれども、その不備、全ての園での調査という

のがなされていないとのやりとりが明確にあったと

いう認識でよろしいですか。委員会の中ですけれど

も。 

○平賀貴幸副委員長 私が過去、二園について規約

がないということが判明して、それに対して網走市

にその後、事業報告もあったというところも網走市

は認めています。 

 その後、それのことを全園に対して「きちんと確

認をするなり通知をするということはしていました

か」、「していません」という答弁があったので、

それで十分です。やってないので。 

 適切な指導調査というのがやられていなかったと

いうのは、そこの答弁でも明らかになっているの

で、そこは「不備があった」ということは言って全

然差し支えないと思います。 



- 23 -  

○井戸達也委員長 休憩いたします。 

 午後１時57分休憩 

             午後１時59分再開 

○井戸達也委員長 それでは再開します。 

○近藤憲治委員 今、議論させていただいた点でい

きますと、指導監督に不備な点があったというの

は、この委員会の所管事務調査の中でも明らかにな

ったことでございますので、指導監督に不備な点が

あったという形で、報告を上げていただければと思

います。 

○井戸達也委員長 ほかに。発言ございませんか。 

○山田庫司郎委員 先ほども言わせていただいたの

ですが、30年度振り返ると、というお話をさせてい

ただいて、違う箇所でもこういう不祥事件があった

ということを市がですね、やっぱり考えながら… 

私は市民に対して、直接市がですね、経過含めて説

明をしていることが結果としてないだろうと。 

 そういう意味で、市民の信頼をやっぱり失墜した

ということは大きいことですから、ぜひ市として

ね。市民に「説明責任」という言葉を使わせていた

だきますが、説明する機会をですね。ぜひ、つくっ

ていただくようお願いしたいなということが、私と

してはあるのですけれども、それがどういう形か私

は言いませんけれども、大事なことだと思います

よ。 

〔「賛成」と発言する者あり〕 

○井戸達也委員長 先ほどの確認の事項の中でも、

２点目に市民に対して謝罪すべきという部分と、説

明責任を果たしていただきたいという発言があった

ということを、取りまとめさせていただきたいと思

います。 

 はい。それでは、確認をいたします。 

〔「ちょっと待って委員長」と発言する者あり〕 

○平賀貴幸副委員長 その説明責任の部分と、謝罪

の部分、説明責任の部分と謝罪の部分は、分けて考

えたほうがいいと思っていて、謝罪するかしないに

ついてはいろいろ議論が分かれる。それはそうなの

ですけれども、説明責任を果たすこととは、今山田

議員がおっしゃったこと、それ共通のことなのじゃ

ないかなと思うのですよね。この件については、何

らかの形で説明責任を果たすということを続けても

らわなきゃいけないと思うのですよね。 

 そのことは、何らかの形でちゃんと共通の項目に

していけるのだと思うので、その辺はできれば共通

項目として上げていただければと思います。 

○井戸達也委員長 それについては…、はい。 

○近藤憲治委員 ここについては、ちょっと意見の

相違があるかなというふうに受けとめていまして、

ことの経過は運営委員会サイドから発表で公にな

り、そして議会の中でもさまざま議論をさせていた

だいたという流れだというふうに思っていますが、

議会の中で特にこの所管事務調査の中でも、市は真

摯にさまざまな情報を明らかにしていただいている

というふうに私は受けとめています。 

 また、要求した資料についても、適時運営委員会

さんにも相当御協力いただきながらですけれども、

出していただいているというふうに思っていますの

で、私は現状の取り進め方で、情報公開されていな

いとか、市民に伝わっていないというふうには思っ

ていませんので。 

 そういった点では、そういった意見があったとい

う程度での記録でよろしいかと私は思っておりま

す。 

○平賀貴幸副委員長 ということは、これ以上の説

明責任は網走市には必要ないということですか。 

○近藤憲治委員 そちらにつきましてもですね、今

後当然議会ですので所管事務調査という権能を持っ

ていますし、個々の議員の方々には一般質問という

権利も有しています。 

 そういったさまざまな権利を行使して、事実を明

らかにしていくことも必要ですし、一方で市もこれ

までのこのやりとり中で、特にそれを隠すという意

思は持っていませんので、そこはお互いの信頼をも

とにこれから再発防止の実効性等を含めて議論を深

めていけばいいのかなというふうに思っています。

ですので、今、平賀副委員長おっしゃったように、

今後の情報公開は必要ないというニュアンスではな

いということをご理解ください。 

○平賀貴幸副委員長 いろんな権利があって、そう

いうのを明らかにする機会を我々がつくれるという

ことはわかるのですよ。それはおっしゃるとおりな

のですよね。ただ、それを言っているのではなく

て、現時点で網走市が説明責任を果たすことがこれ

で十分だと思っているのかということを聞いてい

て、私はそこは十分じゃないというふうに思ってい

るのですよね。 

 それで、山田委員がおっしゃったときに、そのと

おりだなと思ったので、異議なしってことを…賛成

ということを申し上げましたし、謝罪すべきという

点と、ここは分けて考えなければいけないよという
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ことで発言させていただいたつもりなのですよ。 

 やっぱり、今の時点で十分に市民に対する説明責

任を果たせないということは、今の近藤委員の話を

聞く限り共通の認識だと私は思うのですよね。 

 これからそういうことは、明らかにする機会があ

るのだから。であれば、その必要性を感じていなけ

ればそういう話にはならないので、やっぱりここは

そこまでは共通のところだから、明記していくほう

が私は望ましいと思います。 

○近藤憲治委員 ありがとうございます。そこはで

すね、何度も申し上げますけれども、既に市側も明

らかにしていこうという意思を持ってこの事案に向

き合っているというふうに受けとめていますので、

より情報公開をすべきだということを思われている

方もいらっしゃるのであれば、それは記録として残

していければよろしいかと思いますけれども。 

「より」ということは特段の必要性はないというふ

うに私は思っております。 

○平賀貴幸副委員長 それで再度伺うのですけれど

も、これ以上の市の情報…市民への説明は現時点で

は必要ないというふうに考えていらっしゃるという

ことですかということを、それで聞いたのですよ

ね。 

○近藤憲治委員 ここも何度も申し上げていますけ

れども、この委員会でのやりとりを含めて、市は隠

し立てをするという意思もありませんし、できる限

り情報を明らかにしながら、また再発防止に向けて

の意思も明らかにしながら事に当たっているという

ふうに思っていますので、情報公開はなされている

と。 

 情報の発信もなされているというふうに、私は受

けとめていますので、そこは受けとめ方の違いなの

かなというふうに思っています。 

○平賀貴幸副委員長 端的にもう一回伺いますけれ

ども、これ以上の市が情報公開することは必要ない

という認識だから、そういうことだということなの

ですね。 

○近藤憲治委員 現在の市の姿勢を見る限り、今後

も信頼に足りうる情報公開は、また情報の発信はな

されるというふうに、信頼に足るので特段そこを合

意形成することなく、委ねるという考え方で私はい

いというふうに思っています。 

○山田庫司郎委員 私が発端ですから、共通認識に

なれないのならそれはそれで、そういう意見もあっ

たということで、理事者側に、議長にまず報告され

れば、どういう形で理事者側に伝わっていくかは私

もわかりませんが、ぜひまとまったことは理事者に

も当然伝わっていくというふうにもちろん思ってい

ますから。 

 それを理事者が受けて、一個人の意見なのか、何

人の意見になのかは別にして、理事者側がどう咀嚼

するか。 

 私としては、変な、偉げな言い方になりますが、

これからの市政運営にとっても、私はこういうとき

は市民に対して説明していくと。やっぱり丁寧な姿

勢というのは今後の市政運営にとって、私は非常に

大事なことだということも含めて思いがあるので。

ちょっと私の思いを話しましたので、まとまらなか

ったらそういう意見があったということで報告して

いただければ、私は結構です。 

○平賀貴幸副委員長 私もまとまらないなら仕方な

いなと思いますが、市としての市民に対する説明責

任が十分だとは思いません。 

 むしろ、不十分だと言わざるを得ないというふう

に思っています。これからですね、直接この問題と

はリンク、本当はしないのですけれども、大事な市

の庁舎の建てかえという問題が出てくるのですよ

ね。 

 で、そのときに今回のような市の対応だと、市庁

舎の建てかえに、正直、今回のやりとりは多分影響

を及ぼすと思っています。まわっているとやっぱり

わかるのですよね、その辺は肌で。 

 こういった状況で市が対応していると、そこは市

民の皆さんには残るので、私は十分でないというこ

とはちゃんと残しておくべきだから、本来ならば共

通の認識として残しておいて、そこはちゃんと強く

言っておいてもいいのだろうなと思っています。 

 ただ、そこは認識が一つにならないなら、もうそ

れは仕方ない。大変残念ですし、私は絶対十分じゃ

ないと思います。 

○栗田政男委員 これ、議員間で議論しなくちゃい

けないでしょうから、議論させていただきますけれ

ども、私も平賀副委員長のおっしゃるとおりだと思

います。これで十分だと、何を根拠に十分だって言

っているのか、そこまでなぜに擁護しなくちゃいけ

ないのかって不思議な気がしてなりません。 

 やはり十分な説明責任というのはまだまだ奥深い

ものですし、もっと真摯なものですし、正義に基づ

いた真実をしっかりと伝えていただかないと困ると

いう部分があります。 
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 そこは今の、今回の事案の調査結果では見えてこ

ない部分であるのですが、そこをしっかりと担保し

ないと、我々もその先の議論を進められないのかな

と。その意味から告発が必要であるのかなという見

解を持っています。 

 それに対して十分だという、そういう認識もある

方もいらっしゃるということですから、その意見は

尊重しますが、はっきりしていることは私たちが予

算を承認して執行していただいたのですが、その予

算の執行の仕方に非常に問題があって、貴重な血税

というものが不適正に使われたということは、私た

ちに対するやっぱり信頼関係も、ことごとく失って

しまった案件ではないかなと思います。 

 そういう意味だけでも、やはり理事者は私たちに

説明と謝罪があるべきことなので、この先の議論が

どうのこうのという話はまた別の議論ですから、そ

こは語りませんけれども、やはり信頼関係というの

はお互いに真実を述べ合うことでしっかりとつなが

るものだと信じていますので、少なくともこの議会

の場が真実に基づいた議論の場ではなくてはならな

いと私は信じていますので、それを申し送りたいと

思います。 

○井戸達也委員長 ほかに御意見ございますか。 

○佐々木玲子委員 私もこの説明責任という意味で

は、やはりまだしっかりと市民に伝わってない部分

があると思いますので、謝罪とは切り離してという

ことであれば、説明責任に関してはやはり何らかの

形で一度やるべきではないかなと思っておりますの

で、意見として述べさせていただきます。 

○井戸達也委員長 ほかにございませんか。 

〔「ございません」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、皆さんから頂戴したですね、御意見の

ほうを取りまとめて議長のほうに報告、所管事務調

査として報告をさせていただくという形をとりま

す。 

 それでは、これであとほかに皆さんから何かござ

いますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは以上をもちまして、文教民生委員会を閉

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後２時11分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


